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令和２年７月豪雨による災害の復旧工事における 

労働災害防止対策の徹底について 
 

熊本労働局は、熊本県下の建設業関係団体へ災害防止対策の徹底を要請しました。 

 

 熊本労働局（局長木下正人）は、令和２年７月３日から続いた熊本県内

における豪雨による災害について、今後、実施される災害復旧工事におい

て工事が円滑に行われるためにも、労働災害防止対策の徹底を図る必要が

あるため、建設業関係団体（別紙１）に対し、次の労働災害防止対策を徹

底するよう要請（別紙２）を行った。 

 

 

１ 土砂崩壊災害の防止 

  作業箇所等を事前に十分に調査し、調査結果を踏まえた作業計画を策定

した上で、これに基づき作業を行うこと。また、二次災害防止のため、点

検者を指名して、地山の異常をできるだけ早期に発見するようにするとと

もに、土砂崩壊のおそれがある場合には、あらかじめ堅固な構造の土止め

支保工を設けること等により、土砂崩壊災害防止対策の徹底を図ること。 

 

２ 土石流災害の防止 

 作業場所から上流の河川の形状等を事前に十分に調査すること、土石流

の早期把握等の措置を講ずるための警戒降雨量基準、作業を中止して労働

者を退避させるための作業中止降雨量基準等を必要に応じ見直すこと、作

業場所から上流の状況の監視措置、警報用設備及び避難用設備の点検を実

施するとともに、警報及び避難の方法等について労働者に十分周知するこ

と等により、土石流災害防止対策の徹底を図ること。 

 

３ 道路等復旧工事における災害の防止 
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  路盤の補修、軌道の付替、橋桁や橋脚の補修工事等が行われるため、移

動式クレーン、建設機械等による災害の防止対策のほか、道路における建

設工事中の交通労働災害防止対策等の徹底を図ること。 

 

４ 木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事における災害の防止 

  木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事を行う場合には、墜落・転落災

害防止のため、作業床を設けることを原則とすること。作業床を設けるこ

とが困難な場合には、要求性能墜落制止用器具（安全帯）等の取付設備を

設置した上で、安全帯等を確実に使用させること。 

 

５ がれきの処理作業、建築物の解体及び改修工事における安全対策及び石

綿ばく露の防止 

  建築物の解体に当たって車両系建設機械（解体用）を使用する場合には、

あらかじめ作業計画を定めこれに基づき作業をさせるとともに、倒壊のお

それのある家屋等の建築物に不用意に接近しないこと、物体の飛来等のお

それがある箇所への労働者の立入禁止、労働者との接触防止及び車両系建

設機械の転倒防止等の措置を講じる等の適切な措置をとること。 

また、石綿の使用の有無を事前に調査し、防じんマスクの使用等の石綿

粉じんのばく露防止対策の徹底を図ること。なお、石綿以外でも粉じんを

吸入するおそれのある作業については、適切な呼吸用保護具の着用を徹底

すること。 

 

６ 電気・通信工事における災害の防止 

  電気・通信施設の復旧のためには、高所作業、高所作業車を用いる作業

等が行われるので、墜落防止措置、高所作業車の転倒防止措置等の徹底を

図ること。 

 

７ ガス・水道復旧工事における災害の防止 

  ガス・水道設備の復旧工事に伴う掘削作業については、１の土砂崩壊災

害防止措置のほか、各種の建設機械等による災害の防止対策の徹底を図る

こと。 

  また、都市ガス復旧時については、ガスの漏えいによる爆発防止対策の

徹底を図ること。 

 

８ 熱中症の予防 

  高温、多湿期の作業となることが予想される場合には、適切な水分、塩

分の補給等熱中症予防対策の徹底を図ること。 
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令和２年７月豪雨による災害の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について 

 

 

 建設業における労働災害防止につきまして、平素から格別のご理解、ご協力をいた

だき御礼申し上げます。 

 令和２年７月３日から続いた熊本県内の豪雨により、熊本県南部をはじめ、各地で

土砂災害、浸水害等が発生するなど、甚大な被害が生じています。今後、被害を受け

た建築物の解体・改修工事や道路、水道等の復旧工事が早急に行われることとなりま

すが、これらの工事が本格化するに伴い、労働災害の増加が懸念されます。 

 ついては、特に下記の労働災害防止に十分留意した施工が行われるよう、貴協会会

員各位等に対する周知方よろしくお願いいたします。 

 

記 
 
１ 土砂崩壊災害の防止 

 作業箇所等を事前に十分に調査し、調査結果を踏まえた作業計画を策定した上で、

これに基づき作業を行うこと。また、二次災害防止のため、点検者を指名して、地

山の異常をできるだけ早期に発見するようにするとともに、土砂崩壊のおそれがあ

る場合には、あらかじめ堅固な構造の土止め支保工を設けること等により、土砂崩

壊災害防止対策の徹底を図ること。 

※別添資料１「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」 

 

２ 土石流災害の防止 

 作業場所から上流の河川の形状等を事前に十分に調査すること、土石流の早期把

握等の措置を講ずるための警戒降雨量基準、作業を中止して労働者を退避させるた

めの作業中止降雨量基準等を必要に応じ見直すこと、作業場所から上流の状況の監

視措置、警報用設備及び避難用設備の点検を実施するとともに、警報及び避難の方

法等について労働者に十分周知すること等により、土石流災害防止対策の徹底を図

ること。 

※別添資料２「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」 



 

３ 道路等復旧工事における災害の防止 

 路盤の補修、軌道の付替、橋桁や橋脚の補修工事等が行われるため、移動式クレ

ーン、建設機械等による災害の防止対策のほか、道路における建設工事中の交通労

働災害防止対策等の徹底を図ること。 

 

４ 木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事における災害の防止 

  木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事を行う場合には、墜落・転落災害防止の

ため、作業床を設けることを原則とすること。作業床を設けることが困難な場合に

は、要求性能墜落制止用器具（安全帯）等の取付設備を設置した上で、安全帯等を

確実に使用させること。 

 ※別添資料３「足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策のポイント」 

 

５ がれきの処理作業、建築物の解体及び改修工事における安全対策及び石綿ばく露

の防止 

 建築物の解体に当たって車両系建設機械（解体用）を使用する場合には、あらか

じめ作業計画を定めこれに基づき作業をさせるとともに、倒壊のおそれのある家屋

等の建築物に不用意に接近しないこと、物体の飛来等のおそれがある箇所への労働

者の立入禁止、労働者との接触防止及び車両系建設機械の転倒防止等の措置を講じ

る等の適切な措置をとること。 

また、石綿の使用の有無を事前に調査し、防じんマスクの使用等の石綿粉じんの

ばく露防止対策の徹底を図ること。なお、石綿以外でも粉じんを吸入するおそれの

ある作業については、適切な呼吸用保護具の着用を徹底すること。 

  ※別添資料４－１「地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事におけ

る留意事項」 

   別添資料４－２「平成 26 年６月１日から改正「石綿障害予防規則」が施行さ

れます」 

   別添資料４－３「建物を解体・改修するには－石綿を含むスレート板、ビニ

ル床タイルに注意！－」 

 

６ 電気・通信工事における災害の防止 

 電気・通信施設の復旧のためには、高所作業、高所作業車を用いる作業等が行わ

れるので、墜落防止措置、高所作業車の転倒防止措置等の徹底を図ること。 

 ※別添資料５「経営者・責任者の皆さまへ 足場作業中、電線に触れて感電注 

意」 

 

７ ガス・水道復旧工事における災害の防止 

 ガス・水道設備の復旧工事に伴う掘削作業については、１の土砂崩壊災害防止措

置のほか、各種の建設機械等による災害の防止対策の徹底を図ること。 

 また、都市ガス復旧時については、ガスの漏えいによる爆発防止対策の徹底を図

ること。 



 ※別添資料６「敷地内で工事を行う際は、ガス管の確認を！」（経済産業省作 

成） 

 

８ 熱中症の予防 

 高温、多湿期の作業となることが予想される場合には、適切な水分、塩分の補給

等熱中症予防対策の徹底を図ること。 

 ※別添資料７「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

熊本労働局労働基準部健康安全課 

〒860‐8514 熊本市西区春日 2－10－1 

    熊本地方合同庁舎 A棟９階 

担当 労働衛生専門官 川田浩平 

   産業安全専門官 福留隆史 

電話 096-355-3186 
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